
                              議案第８６号  

 

       鹿 沼 市 印 鑑 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て        

 

 次のように改める。 

  令和５年７月１１日提出  

                     鹿沼市長 佐 藤  信      

 

 

 

 

 

   鹿沼市印鑑条例の一部を改正する条例  

 鹿沼市印鑑条例（昭和５２年鹿沼市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条中第４項を第６項とし、第３項を第５項とし、同条第２項中「前項の」

を「第１項又は第２項の規定による」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項

の次に次の２項を加える。  

２ 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者で、個人番号カード（電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成 

１４年法律第１５３号。以下「認証業務法」という。）第２２条第１項に規定する

利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）の交付を受けているものは、

印鑑登録証明書交付申請書に当該個人番号カードを添え、統合端末（公的個人認

証サービスの受付窓口端末の機能と住民基本台帳ネットワークシステムのコ 

ミュニケーションサーバ端末の機能を搭載した電子計算機をいう。）に自ら当該

個人番号カードの暗証番号（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の

認証業務に関する法律施行規則（平成１５年総務省令第１２０号）第４２条第２

項に規定する暗証番号をいう。以下同じ。）を入力することにより、印鑑登録証明

書の交付を申請することができる。  

３ 前２項の場合において、市長が必要と認めるときは、当該申請に係る者が本人

であることを確認するための書類の提示又は提出を求めることができる。  

 第１４条の２第１項中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号。以下この条において「認証業務法」

という。）」を「認証業務法」に改め、同条第２項中「（認証業務法第２条第５項に規

定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和５年８月１４日から施行する。 


